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（事例５)新築等をした家屋又は増改築等をした部分を平成25年１月１日以後に居住の用に供し、その

居住の用に供した日以後居住の用に供した日の属する年の12月31日までに勤務先からの転勤の

命令等に基因して居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した場合（特定増改築等住

宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。） 

 

【記載例５－１】新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受ける場合で、最初に居住

の用に供した年の12月31日までに再び居住の用に供したとき 

 

 

居住開始年月日             平成 26年２月 16日 

 転居年月日               平成 26年５月 14日 

 再居住開始年月日            平成 26年 12月 21日 

家屋に関する事項              土地等に関する事項 

家屋の取得対価の額  20,000,000円     土地等の取得対価の額  25,000,000円 

家屋の総床面積    100.0㎡        土地等の総面積     120.0㎡ 

うち居住用     100.0㎡         うち居住用      120.0㎡ 

住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳          住宅及び土地等 

   年末残高（当初借入金額）         29,500,000円（30,000,000円） 

※１ 共有者なし 

※２ 家屋は認定住宅に該当しない 

※３ 居住の用に供していない期間の家屋の用途は空家 

 

（注） 平成 25年度税制改正により、住宅の取得等をして平成 25年１月１日以後に居住の用に供した居

住者が、その居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事由により転居した場

合における再居住に係る特例について、その居住の用に供した年の 12月 31日までの間に再び居住

の用に供した場合が、特例の対象に追加された（措法 41㉑、平成 25年度改正法附則 54③）。  

 

 →「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した方用）」を使用する。 

設 例 
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〔控除額計算明細書一面〕 

 

 

 

 

26 ５ 14 26 12 21 

○○市△△町 ×－××－× 

レ 

26 ２ 16 

20,000,000 25,000,000 

100.00 120.00 

20,000,000 25,000,000 45,000,000 

29,500,000 

100 

29,500,000 

29,500,000 

100.0 

レ 

 

120.00 100.00 

100.0 100.0 

20,000,000 

（注） 平成26年中に居住の用に供した場合でその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当しないと

きの⑨欄は、2,000万円が最高限度額となる。 

 

29,500,000 
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〔控除額計算明細書二面〕 

 

１ 

国税 太郎 

200,0 
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〔控除額計算明細書三面〕 

 
 

 

 

 

20,000,000 

国税 太郎 

200,0 
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